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女性ご利用者ショートステイ利用制限のお知らせ 

 

 日頃より当所の運営、ご利用に関し、ご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。 

 

 さて、この度女性ご利用者のショートステイ利用につきまして、一部制限を設けさせていただく運

びになりましたので謹んでご案内申し上げます。制限を設ける期間と利用制限の詳細、背景は下

記の通りとなります。 

 

期間 ：令和 6年 4月 1日～ 

利用制限 ：女性ご利用者お 1人様 1 ヵ月 1泊まで 

※日によっては緊急利用以外お断りさせていだく日も生じております 

背景 ：昨今の介護職員不足の煽りを受け、女性職員の確保が困難となったため 

 

本来であれば 4月利用分の申し込み受付開始前にお知らせするべきところでした。お知らせが

遅くなってしまい、大変申し訳ございませんでした。 

 

ご利用者様並びにご家族様、関係各所の皆様におきましては何かとご不便をお掛けし大変申

し訳ございません。現在、女性職員の確保に努め、1 日も早く利用制限が解除できるよう、事業所

一丸となって取り組む所存です。 

 

制限解除の見込みが立ち次第、再度ご連絡させていただきます。皆様のご理解・ご協力のほど

よろしくお願い申し上げます。 
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